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 肱川流域では、洪水が集中しやすい地形の特徴を踏まえ、肱川での大規模災害に対し、「逃

げ遅れゼロ」を目指してソフト対策を進めている。これを実現するためには、正確な情報共有

や流域内での危機感の共有等、関係機関との連携が重要になる。本稿では、これらの課題に対

する解決策となるタイムラインを活用した水防災について、報告する。 
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1.  はじめに 

 
 肱川は、幹線流路延長103kmに対して、源流から河口

までの直線距離はわずか18kmであり、その名が示すよ

うに中流部においてひじのように大きく曲がっている特

徴を持つ。水源の標高は460mと高低差が少なく、四国

の直轄河川の中で一番河床勾配が緩い。 
 河口付近に狭隘なV字谷が形成されており、勾配の緩

さも相まって洪水が流れにくく、吐けにくい地形となっ

ている。また、肱川の支川数は474河川（全国5位）と多

く、手のひらのように大洲盆地に洪水が集中しやすい地

形となっていることから、洪水被害を受けやすい地域特

性である。肱川では過去に何度も洪水が発生し、浸水被

害が頻発している。 
 肱川流域ではより安全・安心な地域となるよう、関係

機関（国・県・市町）が協働してハード対策はもとより、

ソフト対策を強く推進し、肱川での大規模災害に対し、

「逃げ遅れゼロ」や防災機能の維持を含む「社会経済被

害の最小化」を目指している。その中で、「水防災意識

社会 再構築ビジョン」に基づく「肱川の減災に係る取

組方針」を定め、取り組みを推進している。 
 
 

2.  肱川流域タイムラインの成り立ち 

 
(1)  タイムラインとは 
 タイムラインとは、自治体・関係機関・地域住民・民

間団体等の各主体が、災害の現象やリスクを共有し、災

害時に迅速・円滑・的確に対応出来るよう「いつ」・

「だれが」・「なにを」するのかを時系列にとりまとめ

た事前防災行動計画である。 

タイムラインは米国でのハリケーンを対象とした防災

行動計画であり、タイムラインに基づいた事前行動によ

りハリケーン・サンディによる被害を最小限に抑えた。

その理念や思想を参考に日本でもタイムラインの考え方

を活かした行動計画を検討している。国・地方公共団

体・企業・住民が連携してタイムラインを策定すること

により、災害時に連携した対応を行うことができる。 

 
 (2)   平成30年7月豪雨による被害 
 肱川流域では、梅雨前線や台風7号から変わった温帯

低気圧の影響で7月4日22 時頃から断続的に雨が降り続

いた。H30.7洪水は、野村ダム上流域で421㎜/2日、鹿野

川ダム上流域で380㎜/2日の降雨を観測しており、いず

れも計画規模同等の降雨である。さらには4日22時から7
日14 時までの肱川橋上流域の総雨量は 367.4 ㎜に達した。

これにより大洲第二観測所の水位がこれまでの観測史上

最大の8.11ｍを記録した。また、ダムの最大流入量は、

野村ダムで1,942㎥/ｓ、鹿野川ダムで 3,800㎥/ｓ、ダムの

最大放流量は野村ダムで1,797㎥/ｓ、鹿野川ダムで 3,742
㎥/ｓを記録し、いずれもダム管理開始以降の既往最大

値を大きく上回った。 
大洲市では、肱川本川の水位が上昇し、肱川町鹿野川

地区が浸水したほか、無堤箇所からの溢水により菅田地

区で広範囲の浸水が発生し、柚木地区から下流域の国管

理区間においても、７箇所全ての暫定堤防から越水が発

生し、東大洲地区では二線堤を越水するなど、上流域か

ら下流域まで広範囲に渡って浸水被害が発生し、浸水面

積は約1,368haに達した。また、西予市野村地区でも、約

62haが浸水するなど、大規模な浸水被害が発生した。 



この被害を受け、肱川流域では「肱川緊急治水対策

（ハード対策）」と「肱川の減災に係る取組方針（ソフ

ト対策）」が一体となった「つなごう肱川プロジェク

ト」を立ち上げて、上流から下流まで、肱川流域全体の

防災・減災に向け関係機関が連携し、強力に推進してい

る。 

 
図-1 平成30年7月豪雨被災状況（東大洲地区）※大洲市提供 

 
図-2 つなごう肱川プロジェクトロゴ 

 
(3)  タイムライン策定部会の設立 

肱川での大規模災害に対し、「逃げ遅れゼロ」を実現

するためには、平成30年7月豪雨で甚大な被害を受けた

教訓を活かし、いままで以上に的確な防災対応を行うこ

とが肝要である。被災を受けたことで早急に事前防災計

画を作る必要があるため、肱川流域（水防災）緊急対応

タイムラインの策定に着手した。 

タイムラインは、流域タイムライン・自治体タイムラ

イン・コミュニティタイムライン・マイタイムラインの

４つに大別される。肱川流域では流域全体を捉えた『意

思決定支援』および『広域支援』のために「流域タイム

ライン」を活用し、各機関と連携をはかっている。 

まずはじめに肱川流域（水防災）緊急対応タイムライ

ンの策定にあたり、関係機関へのヒアリング調査を実施

した。ヒアリング調査では、タイムラインの必要性を共

有するとともに、タイムラインへの参画依頼を行った。

また、平成30年7月豪雨対応をふりかえり、現在の防災

体制や対応状況について聞き取りを行った。ヒアリング

結果を基に、令和元年8月1日に「肱川流域（水防災）緊

急対応タイムライン策定部会」（以下、策定部会とい

う。）を設立した。策定部会はタイムラインの策定を通

じ、流域自治体の意思決定支援や関係機関の連携体制の

強化を図り、効率的かつ効果的な防災対応の実現に資す

ることを目的とした。 

 令和元年8月29日に開催された第2回策定部会ではタイ

ムライン暫定試行運用の検討を行い、肱川流域（水防

災）緊急対応タイムライン【暫定試行版】が完成した。

その後、令和2年1月31日に開催された第3回策定部会で

暫定試行運用のふりかえりを行い、肱川流域（水防災）

緊急対応タイムラインが完成した。 

 
図-3 タイムライン策定実施フロー 

 
 

3.  タイムラインの運用について 

 
 (1)  肱川流域（水防災）緊急対応タイムライン 

 流域タイムラインには、「いつ」・「だれが」・「な

にを」行動するのかを記載しており、流域タイムライン

を確認することで各機関の防災行動の意思決定に活用す

ることができる。また、流域タイムラインでは、自治

体・関係機関の防災対応の内容に応じて、ステージ1

「始動・見立・点検」・ステージ2「早期警戒・人員調

整」、ステージ3「高齢者等避難」、ステージ4「避

難」・ステージ5「緊急・災害発生」に区分して運用し

ている。 

 
図-4 タイムライン記載内容 



 (2)  タイムラインの情報共有について 

 タイムラインの取り組みの1つとして、危機感共有会

議（以下、会議という。）による早期情報の共有が挙げ

られる。例えば、肱川流域では前線性降雨の場合、気象

庁より愛媛県南予地域の早期注意情報（警報級の可能

性）で３日先までに「中」または「高」が発表された場

合にタイムラインステージ１を立ち上げる。その際に、

川での氾濫などが危惧される場合は会議を開催し、関係

機関で情報共有を行う。会議の開催については、タイム

ライン参画機関で構成されるメーリングリストを活用し、

情報を伝達している。 

会議はWeb会議を利用し、お互いの顔を確認しながら

進行をしている。会議では、気象庁や気象アドバイザー

による今後の見通し、大洲河川国道事務所・肱川ダム統

合管理事務所による水位予測及び放流予測を説明し、関

係機関が今後の体制など話し合い、肱川流域として各機

関がどのように動くか方向性を確認している。 

会議時にステージ移行について確認し、流域全体での

水災害に対する「危機感」を共有している。会議をWeb

会議で行うことの利点として、お互いの表情から「危機

感」を読み取ることができ、他の機関の状況をより正確

に把握することに繋がる。 

 また、タイムラインでは、各自治体とのホットライン

のタイミングも記載しており、円滑に各首長に情報共有

をすることができる。早期に「危機感」を共有すること

で、自治体の避難指示等の意思決定を支援する事ができ、

地域住民の命を守ることに繋がる。 

 

 

図-5 危機感共有会議（令和5年6月2日） 

 

(3)  肱川流域緊急対応タイムライン情報共有サイト 

 肱川流域の情報共有手段として、Web会議のほかに肱

川流域緊急対応タイムライン情報共有サイトを活用して

いる。当サイトでは参画機関が意思決定に必要な情報を

共有しており、当サイトを見るだけで多くの情報を収集

することができる。例を挙げると、気象庁からの気象情

報・雨量情報、国土交通省からの河川情報・ダム情報・

CCTVによるライブカメラ等の情報を共有している。また、

当サイトはメッセージ機能を有しており、関係機関が情 

 

 

報共有としてメッセージを記載することが可能である。 

当機能を活用することで、各機関の体制や必要な情報

を当サイト上で共有でき、会議を開かずとも各機関の状

況を確認することができる。 

 

 
図-6 タイムライン情報共有サイトメッセージ機能 

 

(4)  タイムラインのスパイラルアップ 

 タイムラインは、あくまで自治体の意思決定を支援す

るものであり、完璧なものではない。タイムラインを作

り(Plan)、使い(Do)、検証し(Check)、改善し(Action)、

作り直す(Plan)というPDCAサイクルを繰り返すことで、

より実運用に役に立つものへ成長する。肱川流域では、

次の出水期までにその年度の対応についてふりかえりを

行い、タイムラインの課題について改善案を出している。 

タイムラインを立ち上げた対応は令和3年度において8

回、令和4年度において12回あり、それぞれ令和4年4月

28日に開催された第1回タイムライン運用ワーキング、

令和4年11月11日に開催された第8回肱川流域（水防災）

緊急対応タイムライン策定部会でふりかえりを行ってい

る。このふりかえりにより、タイムラインを運用してい

く中で出た改善点や不明な点を改善し、タイムラインを

作り直すことでタイムラインのスパイラルアップをはか

っている。 

 
表-1 令和４年タイムライン運用状況 

 
 



 
図-7 タイムラインの改善例 

 
4.  災害に備えるための取り組み 

 

(1) コミュニティタイムライン作成の手引き 

コミュニティタイムラインとは、対象地区に着目し、

地区住民等の命を守るための「共助に基づく避難行動」

を行うためのタイムラインである。コミュニティタイム

ラインの作成を広めるため、大洲河川国道事務所では、

令和4年11月にコミュニティタイムラインの作成の手引

きを作成した。また、モデルケースとして大洲市新谷地

区を対象に大洲市と協働し、令和4年11月21日、令和４

年12月21日、令和5年1月23日の計三回ワークショップを

実施し、新谷地区コミュニティタイムラインを作成した。  

 コミュニティタイムラインを拡充するために、今後も

自治体と連携しながら、コミュニティタイムラインの推

進に努めていく必要がある。 

 

 
図-8 コミュニティタイムライン作成の手引き 

 
(2)  タイムライン訓練の実施 

 タイムラインの年度当初の課題として、各機関の防災

担当者が異動等により変わることが挙げられる。いつ災

害が起きるかわからないため、早い段階から関係機関が

連携する必要がある。このため、肱川流域では、令和5

年度の出水期に備えるために5月22日にタイムライン読

み合わせ訓練を実施した。事務局がタイムラインの流れ

に沿って行動項目を読み上げ、該当機関が札を上げ、逐

次、不明点や確認事項について意見交換を行った。タイ

ムライン訓練を行うことで、タイムラインの流れを理解

することに繋がるだけで無く、防災担当者がお互いの顔

を確認し、顔の見える関係を築くことができた。 

 

 

図-9 タイムライン読み合わせ訓練実施状況 

（令和5年5月22日） 

 

 

5.おわりに   

 

肱川流域では、肱川流域（水防災）緊急対応タイムラ

インを活用することで、関係機関と連携しながら減災に

取り組んでいる。今後も、タイムラインをPDCAサイクル

によりスパイラルアップしていき、水災害に備える必要

がある。また、タイムラインの弱点である年度当初の人

事異動等による担当者変更に対しても、タイムライン訓

練や勉強会を開催し、関係機関の連携を強固にし、出水

に臨むことが重要である。 

最後に、「逃げ遅れゼロ」を実現するためには国・

県・市町と地域住民が連携し流域一丸となって水防災に

臨むことが肝要である。地域住民との連携を強めるため、

参画機関にコミュニティタイムライン作成の手引きや新

谷地区での実績等を共有し、コミュニティタイムライン

の拡充を行い、流域全体の防災体制の強化に努めていく

所存である。 
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